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平成３０年第３回竹原市議会定例会会議録 

 

平成３０年第３回竹原市議会定例会日程 

 

  日  程   議案番号     件          名 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 報告第 ７号 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について 

 日程第 ４ 報告第 ８号 平成３０年度竹原市一般会計予算の補正について（第２ 

              号） 

 日程第 ５ 報告第 ９号 平成３０年度竹原市水道事業会計予算の補正について（第

１号） 

 日程第 ６ 議案第５４号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ７ 議案第５５号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ８ 議案第５６号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第 ９ 議案第５７号 竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案 

 日程第１０ 議案第５８号 竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税

に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１１ 議案第６１号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第１２ 議案第６２号 平成３０年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第１３ 議案第６３号 平成３０年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１４ 議案第６４号 平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第１５ 議案第５９号 平成２９年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第１６ 議案第６０号 平成２９年度竹原市水道事業決算認定について 

 日程第１７ 一般質問 
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 日程第１８ 委員長報告（公共施設ゾーン調査特別委員会） 

 日程第１９ 閉会中継続審査（調査）について（２常任委員会） 
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平成３０年第３回竹原市議会定例会議事日程 第１号 

平成３０年９月４日（火） 午前１０時開会 

 会議に付した事件 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 報告第 ７号 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について 

 日程第 ４ 報告第 ８号 平成３０年度竹原市一般会計予算の補正について（第２ 

              号） 

 日程第 ５ 報告第 ９号 平成３０年度竹原市水道事業会計予算の補正について（第

１号） 

 日程第 ６ 議案第５４号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ７ 議案第５５号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

て 

 日程第 ８ 議案第５６号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第 ９ 議案第５７号 竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案 

 日程第１０ 議案第５８号 竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税

に関する条例の一部を改正する条例案 

 日程第１１ 議案第６１号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第１２ 議案第６２号 平成３０年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第１３ 議案第６３号 平成３０年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１４ 議案第６４号 平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第１５ 議案第５９号 平成２９年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第１６ 議案第６０号 平成２９年度竹原市水道事業決算認定について 

 追加日程第１ 議案第６５号 竹原市重度障害者医療費支給条例及び竹原市ひとり親家

庭等医療費支給条例の一部を改正する条例案 

 追加日程第２ 議案第６６号 平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第４号） 
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 追加日程第３ 議案第６７号 平成３０年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号） 

 追加日程第４ 議案第６８号 平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号） 
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平成３０年９月４日開会 

  （平成３０年９月４日） 

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 今  田  佳  男 出 席 

２ 竹  橋  和  彦 出 席 

３ 山  元  経  穂 出 席 

４ 高  重  洋  介 出 席 

５ 堀  越  賢  二 出 席 

６ 川  本     円 出 席 

７ 井  上  美 津 子 出 席 

８ 大  川  弘  雄 出 席 

９ 道  法  知  江 出 席 

１０ 宮  原  忠  行 出 席 

１１ 北  元     豊 出 席 

１２ 宇  野  武  則 出 席 

１３ 松  本     進 出 席 

１４ 脇  本  茂  紀 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   住 田 昭 徳 

    議会事務局係長     矢 口 尚 士 
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 今 榮 敏 彦 出 席 

副    市    長 田 所 一 三 出 席 

教    育    長 高 田 英 弘 出 席 

総 務 部 長 平 田 康 宏 出 席 

企 画 振 興 部 長 桶 本 哲 也 出 席 

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席 

福 祉 部 長 久 重 雅 昭 出 席 

建 設 部 長 有 本 圭 司 出 席 

教育委員会教育次長 中 川 隆 二 出 席 

公 営 企 業 部 長 平 田 康 宏 出 席 
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              午前１０時００分 開会 

議長（道法知江君） ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しております

ので，これより平成３０年第３回竹原市議会定例会を開会いたします。 

 開議に先立ち，議長から一言申し上げます。 

 ７月の記録的な豪雨により，西日本におきまして甚大な災害が発生し，大変多くの尊い

命と財産が奪われる結果となり，２カ月間経過した現在もなお，いまだ確認されていない

方々もおられる状況でございます。 

 本市におきましても，懸命な救助活動もむなしく，残念ながら４名の命が奪われるとい

う大変痛ましい，厳しい結果となりました。お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り

するとともに，御遺族の方々に心よりお見舞いを申し上げたいと存じます。 

 ここで，お亡くなりになられた方々に対し，哀悼の意を込め，黙祷を行いたいと思いま

すので，静かに御起立をお願いいたします。 

 黙祷。 

              〔黙  祷〕 

議長（道法知江君） 黙祷を終わります。 

 御着席ください。 

 先ほども申し上げましたが，この豪雨災害では予想をはるかに超える甚大な災害が発生

しております。被災された全ての方々への心からのお見舞いと一日も早い復旧復興をお祈

りいたします。 

 また，現在台風２１号が強い勢力を保ったまま本州へ近づいております。この後，午後

にかけて中国地方にも暴風，大雨，波浪，高潮等の影響が予想されております。市民の皆

様には気象情報と竹原市からの防災情報などに十分注意をしていただき，行動を行ってく

ださい。 

 それでは，本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 この際，議長から報告をいたします。 

 まず，監査委員より平成３０年５月から平成３０年７月分までの例月出納検査結果の報

告がありましたので，その写しをお手元に配付しておきましたから御了承願います。 

 次に，議長において受理いたしております陳情書等につきましては，陳情書等受理状況

一覧表としてお手元に配付しておきましたので，御了承願います。 
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 次に，先般６月議会におきまして平成３０年度市町村議会議員研修会に井上議員並びに

竹橋議員の２名を派遣することを議決しておりましたが，７月豪雨災害による諸事情のた

め，議長において欠席する旨決定したことを報告いたします。 

 次に，議案の説明員として市長，教育長並びに市長から説明の委任または嘱託を受けた

者の出席を地方自治法第１２１条の規定により求めておりますので，報告いたします。 

 以上で議長からの報告を終わります。 

 日程に入るに先立ち，今榮市長から挨拶がありますので，これを許します。 

 市長。 

市長（今榮敏彦君） 本日平成３０年第３回竹原市議会定例会が開かれるに当たりまし

て，一言御挨拶を申し上げます。 

 まず，７月の豪雨災害で犠牲になられました方々に対しまして，心より哀悼の意を表し

ますとともに，被災をされた全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

 また，災害発生直後より本市への特段の御支援や物資の提供をいただきました国，県を

はじめ，県内外の自治体，民間団体や多くの個人の皆様，被災者の救助に当たっていただ

きました陸上自衛隊，警察，消防関係機関の皆様，被災者の生活再建のために，今なお，

献身的に御奉仕いただいている議員各位，自治会，災害ボランティアなど多くの皆様に厚

く御礼申し上げます。 

 去る７月３日から８日にかけての豪雨では，本市で初めて大雨特別警報が発令され，こ

の６日間で過去の７月最大月間降水量を上回る雨量を記録いたしました。 

 この一連の豪雨による土砂災害で，４名の犠牲者や家屋の全半壊等が発生いたしますと

ともに，河川の氾濫等による床上浸水等の被害が生じました。また，道路や鉄道の寸断な

ど市民生活や経済活動の基盤となるインフラへの甚大な被害や広範かつ長期にわたる断水

など，市民の皆様の日常生活や産業活動に多大な影響を及ぼすこととなりました。 

 このため，災害対策本部を設置し，人命救助等の応急救助業務に当たるとともに，生活

の基盤を破壊された被災者の支援として，従来の支援制度のほか，市として新たに宅地内

土砂撤去制度の拡充による居住環境の整備支援，市内中学・高校生の学習機会の保障と経

済的負担の軽減のための通学支援，災害総合相談・受付窓口の設置による利便性の向上，

税等の減免による経済的負担の軽減などの取組を進め，先月８月２０日に，被災者の生活

再建支援と災害復旧対策の推進を図るために，災害対策本部から災害復旧対策本部に組織

体制を移行したところであります。 
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 災害発生から約２カ月経過した現在，応急対策として取り組んできた水道施設の改修や

道路の啓開などライフラインの復旧対策を進め，生活再建に向け，被災された方々への弔

慰金や義捐金等の支給を始め，公費による土砂撤去を開始するとともに，経済活動支援の

ための補助制度の創設など，安心した生活の復旧のために被災者の支援に全力で取り組ん

でおりますが，今後さらに，私をはじめ職員，関係者一丸となって被災者の日常生活の回

復と一日も早い災害からの復興に，より一層力を傾注してまいる所存であります。 

 本定例会におきましては，災害対策関連の一般会計及び水道事業会計補正予算の専決処

分報告や平成２９年度決算認定等，１４議案を上程させていただいております。 

 平成２９年度決算においても厳しい財政状況となっておりますが，引き続き財源確保や

経費節減に努めながら，災害対策を含め，誰もが安心・安全で住みよさを実感することが

できるまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

 これら議案の詳細につきましては，この後，各担当から御説明申し上げますが，議員各

位におかれましては，何卒慎重に御審議いただいた上，適切な御決定を賜りますようお願

いを申し上げます。 

議長（道法知江君） これより日程に入ります。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 

議長（道法知江君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は，会議規則第８８条の規定により，議長において１番今田佳男議員，

１４番脇本茂紀議員を指名いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 

議長（道法知江君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，本日から９月２７日までの２４日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，会期は本日から９月２７日までの

２４日間と決定いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 
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  日程第３ 

議長（道法知江君） 日程第３，報告第７号平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率についてを議題といたします。 

 提出者の報告を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました報告につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書及び議案説明書の１ページをお開きください。 

 報告第７号平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について御説明

申し上げます。 

 本件は，地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により，本市の健全化判断比率及び資金不足比率について，監査委員の意見をつけて

議会へ報告するものであります。 

 まず，健全化判断比率のうち，実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては，実

質収支が黒字であり，比率なしとなっております。実質公債費比率につきましては８．

７％となっており，将来負担比率につきましては６３．４％となっております。 

 次に，資金不足比率につきましては，水道事業及び公共下水道事業ともに資金不足額が

ないため，比率なしとなっております。 

 なお，これらの比率が早期健全化基準を上回る場合，財政健全化計画の策定や外部監査

等が必要となりますが，本市の比率につきましては，いずれもこれを下回っております。 

 報告第７号の説明につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

議長（道法知江君） 報告が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結いたします。 

 以上で報告第７号を終わります。 

         ―――――――――――――――――――――― 
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  日程第４・日程第５ 

議長（道法知江君） 日程第４，報告第８号平成３０年度竹原市一般会計予算の補正につ

いて（第２号）及び日程第５，報告第９号平成３０年度竹原市水道事業会計予算の補正に

ついて（第１号）の２件を一括議題といたします。 

 提出者の報告を求めます。 

 総務部長兼公営企業部長。 

総務部長兼公営企業部長（平田康宏君） ただいま議題となりました報告につきまして御

説明申し上げます。 

 議案書の３ページ，議案説明書の２ページをお開きください。 

 報告第８号平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第２号）について，その概要を御説

明申し上げます。 

 本報告は，平成３０年７月豪雨により，本市で発生した豪雨災害への対応として，一般

会計予算の補正を行う必要が生じましたが，議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認め，地方自治法第１７９条第１項の規定により，平成３０年７月１７日に専

決処分をいたしましたので，同条第３項の規定により議会の承認をお願いするものであり

ます。 

 補正の内容といたしましては，まず歳出でありますが，民生費においては，災害救助に

要する経費として，避難所運営及び災害救助法等に基づく各種支援並びに災害廃棄物処理

業務等委託料など，合わせて７億９，４７０万円を追加計上しております。 

 災害復旧費においては，公共土木施設災害復旧に要する経費１１億２，０２０万円，農

林水産施設災害復旧に要する経費１億５，３８０万円，衛生施設災害復旧に要する経費４

８０万円，民生施設災害復旧に要する経費１８０万円，公立学校施設災害復旧に要する経

費１，３８０万円，社会教育施設災害復旧に要する経費８１０万円，その他公共施設等災

害復旧に要する経費５２０万円，合わせて１３億７７０万円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として分担金及び負担金１，５３

８万円，国庫支出金５億６，６６０万５，０００円，県支出金１億８，５５１万６，００

０円，都市基盤整備基金繰入金６，５５１万６，０００円，市債９億８，３５０万円を追

加計上するとともに，一般財源として財政調整基金繰入金２億８，５８８万３，０００円

を追加計上することにより，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ２１億２４０万円を追加し，予算総額は歳入歳出それぞ
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れ１４３億４，４５３万７，０００円となるものであります。 

 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。災害援護資金貸付利子補給金につき

ましては，利子補給の期間及び限度額を定めるものであります。 

 次に議案書の５ページ，議案説明書の３ページをお開きください。 

 報告第９号平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第１号）について，その概要を

御説明申し上げます。 

 本報告は，平成３０年７月豪雨により，本市で発生した豪雨災害への対応として，水道

事業会計予算の補正を行う必要が生じましたが，議会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであると認め，地方自治法第１７９条第１項の規定により，平成３０年７月１７日

に専決処分をいたしましたので，同条第３項の規定により議会の承認をお願いするもので

あります。 

 補正の内容といたしましては，収益的支出予定額について，応急給水活動及び応急復旧

活動に要する経費を特別損失として，合わせて１，８４６万２，０００円を追加計上して

おります。この財源につきましては，現計予算内での収益的収入をもって対応することと

しております。 

 また，資本的支出予定額につきましては，水道施設の復旧及び仮復旧に要する経費を災

害復旧費として，合わせて４，４０２万２，０００円を計上するとともに，配水設備整備

事業費について同額を減額計上し，調整を図っております。 

 報告第８号及び報告第９号の説明につきましては以上でございます。何卒，御承認のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

議長（道法知江君） 総務部長兼公営企業部長の報告が終わりました。 

 これより一括質疑に入ります。 

 それでは，質疑の通告がありますので，発言を許します。 

 １３番松本進議員の質疑を許します。 

 １３番。 

１３番（松本 進君） それでは，２点ほど市長に質疑をしたいと思います。 

 まず第１点目には，災害廃棄物処理業務等委託料４億１，０００万円余りの補正予算に

ついてであります。 

 竹原市のホームページを見ますと，被災家屋の解体，撤去，宅地内のがれき及び堆積土

砂等の撤去を行いますと災害復旧についての支援が紹介されております。その中の撤去対
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象の説明書きを見ますと，人力で行えるものや機械が入れないところ，家屋内や床下等，

こういったところは対象外となりますということが書かれております。 

 そこで，我が党の国会議員が８月２日に参議院特別委員会で質問しまして，それによる

政府答弁を見ますと，空き家のがれき，屋内の床下を埋めた土砂の撤去についても被災市

町村が生活環境保全上実施した場合は補助対象となっております。 

 そこで市長に伺いたいことは，市長は家屋内や床下などの土砂撤去は市民の生活環境保

全上必要ないとお考えなのかどうか，なぜ政府が補助対象にしている事業について実施し

ないのかどうかをお答えいただければと。 

 それから２点目については，農林水産施設災害復旧費１億５，３８０万円についてであ

ります。 

 このたびの豪雨に伴う農地，田や畑，ここに流入した土砂，がれき等の撤去は農業を再

建する上で大きな障害となっています。この補正予算の中には農地の土砂，がれき等の撤

去費用が含まれているのかどうか，市が把握された農地への土砂等の被害状況の把握や農

地復旧の見通し，また個人負担の補助，支援について，市長のお考えを伺っておきたいと

思います。 

 以上です。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） まず，屋内の土砂撤去事業についての御質問でございま

す。 

 本市におきましては，被災者の皆様の早期の生活再建や二次被害の防止の観点などか

ら，人力では撤去が困難なものに限りまして，民有地の宅地内であっても市が撤去させて

いただくこととしております。御質問の家屋内や床下等につきましては，機械を使って土

砂撤去作業を行いますと家財や家屋そのものを損傷するおそれがあることから，一応対象

外として，本市では機械により撤去ができる範囲のみを対象とさせていただいているもの

でございます。 

 しかしながら，そうした家屋内や床下の土砂撤去は生活保全上，当然必要なものである

と認識しております。本事業の運用に当たりましては，所有者の方が撤去作業にあわせて

屋外，屋内や床下の堆積土砂を，例えば庭先や玄関周りなど屋外に排出していただいたも

のにつきましては，この事業の中で撤去，回収をさせていただいております。それも困難

な方につきましては，竹原市社会福祉協議会と連携，作業調整を行いながら，ボランティ
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アの皆様の御協力を得ながら土砂の撤去を実施しているところでございます。 

 なお，このボランティアの皆様によってはき出していただいた土砂については，市職員

が直接撤去，回収をさせていただいているところでございます。 

 こうした対応は，近隣他市町においても同様の対応をされているとお聞きをしていると

ころでございます。今後におきましても，被災者の皆様の早期の生活再建に努めてまいり

たいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） それでは，私の方から農林水産施設の災害復旧費の補正予算に

関する御質問ということで３点ほどございましたので，１つずつ御回答させていただきま

す。 

 まず１点目の，この予算は農地への土砂，がれき等の撤去費用は含まれるのかという御

質問でございますが，専決処分の農林水産施設災害復旧費１億５，３８０万円の中には農

地への流れ込んだ土砂，がれき等の撤去費用は含まれておりません。 

 次に，２点目の市が把握された農地への土砂等の被害状況の把握，農地復旧の見通しの

件でございますが，現時点での農地の補助災害の箇所は８１カ所となっております。面積

につきましては約１０ヘクタールが被災をいたしております。復旧の見通しは早期復旧に

努めてまいりますが，被災箇所が余りにも多いことから，短期間での復旧は困難な状況で

ございます。 

 ３点目の個人負担なしの補助，支援が必要という御質問でございますが，道路や公園の

復旧とは異なりまして，農地の復旧につきましては耕作によって利益が生じることから，

受益者から応分の負担をいただくことが公平かつ妥当であると考えております。ちなみ

に，通常の農地の補助災害では国が５０％，市が２５％，個人が２５％の負担となってお

ります。 

 平成２８年６月の激甚災害を例として，国の補助が９１．４％，市が４．３％であり，

結論として個人負担は４．３％程度と見込んでおります。 

 私からは以上です。 

議長（道法知江君） １３番松本進議員。 

１３番（松本 進君） 屋内のがれき等の撤去についてでありますけれども，先ほど部長

から説明があった屋内の分を外に出して，その出した分は撤去しますよと，市が回収しま

すよというところとは違うというのが，今回の国交省や環境省が示した内容なんですね。
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ですから，個人の家の中の土砂等についても国や市が責任持って個人負担なしでやります

よということで，屋内までどうするかという判断は先ほど言った環境衛生上必要があるか

どうかの判断で決まってくるというような説明があって，先ほど紹介しましたのは，環境

省の内容は生活環境保全上必要があって，市が実施した分については補助を出しますよと

いうことであります。 

 ですから，先ほどの部長からの説明ではなくて，生活環境保全上必要と判断すれば家の

中の土砂等についても国は補助対象としますよと。後は，市が生活環境保全上必要かどう

かを判断すると，そして実施するということに懸かっているわけでありますから，私は生

活再建をする上でこういったところも，屋内のあるいは床下の土砂撤去についても市が積

極的に支援すると，事業を行うということが必要ではないかなということで，もう一度そ

この確認をしておきたいと思います。 

 それから，農林水産施設に関わってですけれども，いろいろ災害箇所が広くて大変だと

いうのは私もよく理解をするわけですけれども，特に私は絞って農地，田や畑への土砂等

の流入，これはやっぱり大きな営農活動の支障になっているということで，先ほどの説明

では今回の補正予算の中には含まれていないという説明でした。ですから，私は先ほどの

家屋の屋内の土砂，がれき等の撤去を国が支援するということは，これまでの災害，いろ

いろ熊本等の，広島の土砂災害ありました，こういった経験が生かされて生活再建には，

そこまで踏み込んだ支援が必要だということがこれまでのまとめといいますか，教訓とな

っています。ですから，農林についても，農業施設についても本来は個人負担なしでこう

いう土砂の撤去，がれき撤去が大きな営農活動の支障になるし，そこに支援をすれば，

今，困難な農業にも一定の光が見えてくるという立場では判断がいるのではないか，そこ

に支援がいるのではないかということですので，生活再建，営農活動との関係で市長に答

弁いただきたいというふうに思います。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 議員御指摘のとおり，国会の答弁等では，この家屋内の床

下の取り扱いといたしましては市が環境衛生上，生活衛生上必要であると判断して，市が

行えばそれは対象であるという御答弁がなされたのは事実でございます。 

 ただ，この事業を実施するに当たりまして，先ほども申し上げましたとおり基本的には

機械で，重機，こういったもので宅地内の土砂を撤去していく，こういったことが対象事

業となっておりまして，これを例えば家の中に重機を持ち込んで，それで土砂を掃き出す
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リスクとして家そのものが破損のおそれもありますし，またほかの家財，こういったもの

にも傷つく，こういった大きなリスクがありますので，これを具体的にやることは総合的

に考えて所有者の方の損失にもつながる，そういった危険な作業の部分は対象外とさせて

いただく，そのかわり，これまでも家屋の中から土砂を掃き出していただければ作業の中

でその土砂もあわせて撤去，回収はさせていただいております。 

 また，それが個人の力では難しい方につきましては，ボランティアの皆様の御協力，こ

ういったものを社会福祉協議会と作業調整を行いながら実施を進めている，こういったも

のでございます。そういうことで，御理解をいただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） 次に，農家の個人負担に関する御質問でございますが，農地の

災害につきましては，今回激甚災害に指定され，国の補助も大幅に増額する見込みとなっ

ております。補助金の残りを市と土地の所有者，または耕作者で負担をすることとしてお

りまして，近隣の市町におきましても，竹原市と同様に個人の方から応分の負担をお願い

している状況となっております。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 松本議員に確認をさせていただきます。 

 報告第８号平成３０年度竹原市一般会計予算の補正について（第２号）における質疑に

ついては，各専決処分事項の内容の不明な点を資すものであって，先ほどの答弁にて一定

の目的は果たされているのではないかと考えられます。松本議員が質疑される事業につい

ては疑義部分の解明のために，あえて御自分の一例の考えを添えるのはともかくとして，

制度のあり方に対する一種の提言が主となるものであれば，それは質疑ではなく一般質問

とも捉えられますので，あくまでも疑義の解明の質疑を行っていただきますようよろしく

お願いいたします。 

              （１３番松本 進君「はい」と呼ぶ） 

 最後の質疑になります。 

 １３番松本進議員。 

１３番（松本 進君） 明確に質疑をしたいと思います。個人的な意見や見解を述べてい

るのでは決してありません。環境省の説明をあえて紹介したい。環境省は今回の屋内の土

砂災害に係ってですけれども，今回の災害に当たっては個人任せにして土砂が放置されて

しまった場合，二次災害を起こしかねないとか公衆衛生上そのままにしておけないという
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場合に市町村が行える特例なんですね，これは。あえて特例というのは，先ほど広島土砂

災害等の教訓が生かされているということを言いました。ですから，二次災害を起こしか

ねないとか公衆衛生上そのままにしておけないとかといった場合は，特例として民地の家

屋の屋内のところも責任持って対応しなさいよということで，その条件になって初めて民

有地に入ってきている中で，市町村が土砂を撤去する場合に補助対象になるということ

で，先ほど部長から説明があったような機械が入るとか入らないとかそういった条件が初

めからあるわけではありません。ですから，環境衛生上，市が必要と判断したところは，

実施したところは補助対象にしますよという環境省の説明をあえて私はさせていただきた

いということで紹介したわけです。 

 ですから，機械が入る，入らないというようなことは全然書いてないし，そういう説明

はありません。こういった市が本気で市民の生活環境上本当に必要だと，そこの判断に懸

かっているわけですよね。ですから，補助対象をあえて国が特例としてしているわけです

から，私は，今，大分撤去されているでしょうけれども，そこにかかった費用は後払いで

もできるよということもあえて書いてあります。ですから，そういった積極的な支援が，

私は今やるべきだということで，あえて市長に説明を求めたいというふうに思います。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 松本議員の御質問についての答弁とさせていただきます

が，まず，この宅地内の土砂を撤去するというのは議員の御紹介のとおり，もともとは

個々でやっていただくという中で始まっております。そうした中で，個人の力ではどうに

もならない，また先ほど言われましたように放っておけば二次災害，早期再建も難しい，

そういった方々が国内に多数いらっしゃいますので，それを救済するためにこういう制度

が今回の特例としてできたものでございました。 

 被災者の皆様の宅地の中から土砂，がれき等を出すことは，これまでボランティアの皆

様の御協力，こういったものに頼ってはおりましたが，それを待っていたのではなかなか

再建も難しい，二次災害のおそれがある，そうしたことの中から今回この事業ができ上が

った，その経緯がございます。 

 そうした中で，この事業だけでそこを解決するというものではなくて，これまでやって

おりました事業，それらも総括として一日も早く土砂を撤去するためにこの事業を活用す

る，そういったものでございます。そうした中で，先ほど言いましたようにこの事業の部

分で，救おうと，事業実施した場合に家屋の中とか床下にあるところにそういった大量に
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土砂を掃き出すために重機類等，こういったものを入れることは極めてリスクの高い作業

となりますので，トータル的にいろんな施策，そういったものを組み合わせながら一日も

早く宅地内から土砂を排出しよう，こういった取組ということで御理解をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

              （１３番松本 進君「議長，私が聞いてるのは機械が入る

とか入らないとか関係ないでしょということですよ」と

呼ぶ） 

議長（道法知江君） 以上で１３番松本進議員の質疑を終結いたします。 

 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって一括質疑を終結いたします。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより分離し，順次討論，採決いたします。 

 まずは，報告第８号平成３０年度竹原市一般会計予算の補正について（第２号），これ

より討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。 

 起立全員であります。よって，本案は報告のとおり承認されました。 

 次に，報告第９号平成３０年度竹原市水道事業会計予算の補正について（第１号），こ
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れより討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。 

 起立全員であります。よって，本案は報告のとおり承認されました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第６・日程第７ 

議長（道法知江君） 日程第６，議案第５４号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求

めることについて及び日程第７，議案第５５号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求

めることについての２件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書の７ページ，議案説明書の４ページをお開きください。 

 議案第５４号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて御説明申し上

げます。 

 本案は，竹原市の区域から選出されております人権擁護委員のうち土田勇委員が平成３

０年１２月３１日をもって任期満了となりますので，その後任委員として加藤洋孝氏を推

薦いたしたいと考え，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるも

のであります。 

 加藤氏は，平成２２年に竹原市役所を退職後，成井地区自治会長，中通小学校区協働の

まちづくりネットワーク事務局長を歴任されるなど，地域住民の福祉の向上のため尽力さ

れており，地域社会の実情に通じ，住民の信望も厚く，人権擁護委員として適任であると

考えるものであります。 
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 次に，議案書の９ページ，議案説明書の５ページをお開きください。 

 議案第５５号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて御説明申し上

げます。 

 本案は，竹原市の区域から選出されております人権擁護委員のうち坂本忠明委員が平成

３０年１２月３１日をもって任期満了となりますので，その後任委員として同氏を引き続

き推薦いたしたいと考え，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求め

るものであります。 

 坂本氏は，吉名地区自治会連合会会長，竹原市自治会連合会副会長，竹原市公衆衛生推

進協議会副会長，竹原市社会教育委員を歴任されるなど，地域住民の福祉の向上のため尽

力されており，地域社会の実情に通じ，住民の信望も厚く，人権擁護委員として適任であ

ると考えるものであります。 

 議案第５４号及び議案第５５号の説明につきましては以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 これより一括質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結いたします。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより分離し，順次討論，採決いたします。 

 まずは，議案第５４号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて，こ

れより討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（道法知江君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。 

 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第５５号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて，これ

より討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 採決を確定いたしましたので，着席を願います。 

 起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第８～日程第１４ 

議長（道法知江君） 日程第８，議案第５６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案から日程第１４，議案第６４号平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）までの７件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第５６号，議案第

５７号，議案第６１号から議案第６４号までの６議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の１１ページ，議案説明書の６ページをお開きください。 

 議案第５６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申

し上げます。 

 本案は，災害応急対策または災害復旧等のため，他の地方公共団体から本市に派遣され
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た職員に対する災害派遣手当の支給に関し規定するものであります。 

 他の団体からの職員の派遣によって，平成３０年７月豪雨災害や，今後起こり得る災害

等からの早期復旧を図るため，他の団体からの派遣職員に対し，当該手当を支給すること

ができるよう改正するものであります。 

 次に，議案書の１５ページ，議案説明書の７ページをお開きください。 

 議案第５７号竹原市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例案について御説明申し

上げます。 

 本案は，災害，その他やむを得ない理由により，既定の期限までに減免申請書を提出す

ることが困難である場合において，提出期限を延長することができるようにするものであ

ります。 

 改正の内容につきましては，現行において納期限の７日前等となる提出期限を，この規

定によらず市長が定める日とするものであります。 

 次に，補正予算書の１ページ，議案説明書の１８ページをお開きください。 

 議案第６１号平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第３号）について，その概要を御

説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，総務費においては，普通財産等管理に要する経費として，ブ

ロック塀整備に係る委託料及び工事請負費２，２１０万円を追加計上しております。 

 民生費においては，障害者福祉事務や生活保護事務などに要する経費として，平成２９

年度に受け入れた当該事務に対する特定財源である国・県支出金の精算により生じた返還

金３，８５３万１，０００円，老人福祉費の一般事務に要する経費として，地域医療介護

総合確保事業補助金８００万円，児童福祉総務費の一般事務に要する経費として，子ど

も・子育て支援事業計画の策定委託料など３５２万２，０００円，母子父子家庭援護に要

する経費として，施設入所措置費６９５万４，０００円，合わせて５，７００万７，００

０円を追加計上しております。 

 農林水産業費においては，農業振興対策に要する経費として，園芸作物条件整備事業補

助金７５万円及び園芸用農地確保支援事業補助金１３５万円，合わせて２１０万円を追加

計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として，国庫支出金３４７万６，

０００円，県支出金１，１８３万８，０００円，市債１，６７０万円を追加計上するとと

もに，一般財源として繰入金１０８万１，０００円を減額計上し，前年度繰越金５，０２
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７万４，０００円を追加計上し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ８，１２０万７，０００円を追加し，予算総額は歳入歳

出それぞれ１４４億２，５７４万４，０００円とするものであります。 

 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。 

 子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費として，計画策定業務の委託期間及び限

度額を定めるものであります。 

 次に，補正予算書の２３ページ，議案説明書の１９ページをお開きください。 

 議案第６２号平成３０年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について，

その概要を御説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，総務費においては，一般事務に要する経費として，事業運営

の県単位化に伴うシステム改修のための備品購入費２７万円を追加計上しております。 

 諸支出金においては，療養給付費等精算に伴う返還金に要する経費として，過年度返還

金１１６万円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として，県支出金２７万円を追加

計上するとともに，前年度繰越金１１６万円を追加計上し，収支の均衡をとっておりま

す。 

 以上により，歳入歳出それぞれ１４３万円を追加し，予算総額は歳入歳出それぞれ３５

億５，３１２万１，０００円とするものであります。 

 次に，補正予算書の３７ページ，議案説明書の２０ページをお開きください。 

 議案第６３号平成３０年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第１号）について，その

概要を御説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，基金積立金においては，基金管理に要する経費として，介護

給付費準備基金積立金１５５万５，０００円を減額計上しております。 

 諸支出金においては，介護給付費交付金等の返還に要する経費として，過年度返還金

２，１８３万９，０００円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，前年度繰越金２，０２８万４，０００円を追加計上

し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ２，０２８万４，０００円を追加し，予算総額は歳入歳

出それぞれ３４億１，１９０万２，０００円とするものであります。 

 次に，補正予算書の５１ページ，議案説明書の２１ページをお開きください。 
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 議案第６４号平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て，その概要を御説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，総務費においては，徴収事務に要する経費として，平成３１

年度の保険料軽減特例の見直しに対応するためのシステム改修委託料２１６万円を追加計

上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として，国庫支出金２１６万円を

追加計上しております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ２１６万円を追加し，予算総額は歳入歳出それぞれ４億

７，７３４万３，０００円とするものであります。 

 議案第５６号，議案第５７号，議案第６１号から議案第６４号までの６議案の説明につ

きましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 企画振興部長。 

企画振興部長（桶本哲也君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第５８号につ

きまして御説明申し上げます。 

 議案書の１９ページ，議案説明書の８ページをお開きください。 

 議案第５８号竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の

一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，地域再生法の改正により，実施事業の名称が変更されたこと及び広島県及び県

内市町が同法第５条の規定によって共同で策定している地域再生計画が変更され，事業者

の認定期限が延長されたことに伴い，必要な規定の整備を行うものであります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております７件につきまして，これより一括質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君 これをもって一括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第５６号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例案から議案第６４号平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）までの７件につきましては，お手元に配付しております議案付託表のとおり，それ
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ぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１５ 

議長（道法知江君） 日程第１５，議案第５９号平成２９年度竹原市歳入歳出決算認定に

ついて及び日程第１６，議案第６０号平成２９年度竹原市水道事業決算認定についての２

件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長兼公営企業部長。 

総務部長兼公営企業部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案第５９号及び議

案第６０号につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の２１ページ，議案説明書の９ページをお開きください。 

 議案第５９号平成２９年度の竹原市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算については，

地方自治法第２３３条第２項の規定により監査委員の審査に付したところ，平成３０年８

月２２日付けをもちまして審査意見書を提出していただきましたので，同条第３項の規定

により議会の認定に付するものであります。 

 以下，各会計の決算の概要を御説明いたします。 

 一般会計決算から御説明いたします。 

 歳入決算額は１２３億４，８０３万６，０００円で，予算現額１３３億３，３６２万

７，０００円に対する収入割合は９２．６％，また歳出決算額は１２２億１，４４５万

８，０００円で，予算現額１３３億３，３６２万７，０００円に対する執行率は９１．

６％であります。したがいまして，歳入歳出差し引き額は１億３，３５７万８，０００円

となり，このうち１，９６２万円を平成３０年度に繰り越すべき財源といたしておりま

す。 

 まず，歳入決算における科目別の主なものの概要でありますが，市税につきましては，

予算現額３８億４，２９８万９，０００円に対し，決算額は３８億７，２４２万６，００

０円となり，予算現額に対し１００．８％の収入率となっております。また，調定額４０

億４，９８１万２，０００円に対する収納率は９５．６％であり，なお多額の収入未済額

がありますので，今後とも収納率の向上に努めてまいります。 

 地方交付税につきましては，予算現額２５億４，６３２万２，０００円に対し，決算額

は２５億６，４５１万２，０００円となっております。普通交付税の決算額につきまして
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は２１億４，３９６万２，０００円，特別交付税の決算額につきましては４億２，０５５

万円となっております。前年度と比較すると，普通交付税は１億４，１８５万９，０００

円の減，特別交付税は３，１００万５，０００円の減となっております。 

 分担金及び負担金につきましては，予算現額１億４，３３１万９，０００円に対し，決

算額は１億４，４１５万９，０００円となっております。また，調定額１億４，７４３万

９，０００円に対する収納率は９７．８％で，収入未済額は２７６万７，０００円となっ

ております。その主なものは保育所負担金であり，今後とも収納率の向上に努めてまいり

ます。 

 使用料及び手数料につきましては，予算現額１億１，６８８万６，０００円に対し，決

算額は１億１，３０９万９，０００円となっております。また，調定額１億２，８６０万

６，０００円に対する収納率は８７．９％で，収入未済額は１，５５０万７，０００円と

なっております。その主なものは住宅使用料であり，今後とも収納率の向上に努めてまい

ります。 

 国庫支出金につきましては，予算現額１７億７４１万２，０００円に対し，決算額は１

６億３，２６６万６，０００円となっておりますが，４，６０７万８，０００円について

繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算現額と決算額の差は

２，８６６万８，０００円になります。 

 県支出金につきましては，予算現額１６億１，８８０万４，０００円に対し，決算額は

９億９，４９６万円となっておりますが，６億２０２万５，０００円について繰越明許費

の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算現額と決算額の差は２，１８１

万９，０００円になります。 

 繰入金につきましては，予算現額７億４，７５１万３，０００円に対し，決算額は６億

５５５万５，０００円となっております。これは財政調整基金３億５，０００万円を繰り

入れたことなどによるものであります。 

 市債につきましては，予算現額１１億８，６２９万２，０００円に対し，決算額は１０

億１，３７９万２，０００円となっておりますが，９，６２０万円について繰越明許費の

特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算現額と決算額の差は７，６３０万

円になります。 

 次に，歳出でありますが，予算現額１３３億３，３６２万７，０００円に対し，決算額

は１２２億１，４４５万８，０００円となっておりますが，予算現額のうち７億６，３９
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２万３，０００円を繰越明許費として翌年度へ繰り越しておりますので，これを予算現額

から差し引いた後の執行率は９７．２％になります。 

 この歳出決算の科目別不用額５００万円以上の費目について，その概要を御説明いたし

ます。 

 議会費につきましては，予算現額１億５，１１１万４，０００円に対し，決算額は１億

４，７２２万９，０００円となり，不用額は３８８万５，０００円であります。 

 総務費につきましては，予算現額１４億６，７３６万４，０００円に対し，決算額は１

３億７，４３９万３，０００円となり，翌年度へ６，２７７万８，０００円を繰り越して

おりますので，不用額は３，０１９万４，０００円であります。これは，電算管理費にお

いて委託料３０７万円，使用料及び賃借料２２９万５，０００円の減が主なものでありま

す。 

 民生費につきましては，予算現額４７億７，１７６万６，０００円に対し，決算額は４

６億５，２１３万１，０００円となり，不用額は１億１，９６３万５，０００円でありま

す。これは，社会福祉総務費において臨時福祉給付金などの負担金補助及び交付金１，９

０６万３，０００円，障害者福祉費において重度障害者医療費などの扶助費２，１７３万

円，老人福祉費において介護保険特別会計への繰出金１，４５７万９，０００円，生活保

護総務費において生活保護費などの扶助費２，２１０万円の減が主なものであります。 

 衛生費につきましては，予算現額１０億２，１０２万６，０００円に対し，決算額は９

億８，６０７万６，０００円となり，不用額は３，４９５万円であります。これは，健康

増進対策費においてがん検診委託料などの委託料６１２万１，０００円，塵芥処理費にお

いて広島中央環境衛生組合の負担金１，４１３万９，０００円の減が主なものでありま

す。 

 労働費につきましては，予算現額５，９４４万８，０００円に対し，決算額は５，９３

８万５，０００円となり，不用額は６万３，０００円であります。 

 農林水産業費につきましては，予算現額１０億８，０１２万９，０００円に対し，決算

額は４億３，８９５万４，０００円となり，翌年度へ６億２０２万５，０００円を繰り越

しておりますので，不用額は３，９１５万円であります。これは，農業振興費において特

産品加工・交流施設整備事業の工事請負費２，７３１万６，０００円の減が主なものであ

ります。 

 商工費につきましては，予算現額４億８，７７３万４，０００円に対し，決算額は４億
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５，３０９万５，０００円となり，不用額は３，４６３万９，０００円であります。これ

は，商工業振興費において中小企業融資制度預託金の貸付金３，０００万円の減が主なも

のであります。 

 土木費につきましては，予算現額１３億１，４２２万５，０００円に対し，決算額は１

１億８，７３５万３，０００円となり，翌年度へ９，９１２万円を繰り越しておりますの

で，不用額は２，７７５万２，０００円であります。これは，公共下水道事業費において

公共下水道事業特別会計への繰出金５５７万１，０００円の減が主なものであります。 

 消防費につきましては，予算現額５億１，１６３万２，０００円に対し，決算額は５億

２０２万６，０００円となり，不用額は９６０万７，０００円であります。これは，常備

消防費において常備消防委託料５３３万３，０００円の減が主なものであります。 

 教育費につきましては，予算現額１３億２，３０８万６，０００円に対し，決算額は１

２億９，２７３万円となり，不用額は３，０３５万６，０００円であります。これは，中

学校費の学校管理費において需用費２２１万７，０００円の減が主なものであります。 

 災害復旧費につきましては，予算現額５，０５８万１，０００円に対し，決算額は３，

５９１万９，０００円となり，不用額は１，４６６万２，０００円であります。これは，

公共土木施設災害復旧費において工事請負費８４９万６，０００円の減が主なものであり

ます。 

 公債費につきましては，予算現額１０億８，５５７万２，０００円に対し，決算額は１

０億８，５１６万９，０００円となり，４０万３，０００円の不用額であります。 

 以上により，実質収支は１億１，３９５万８，０００円となります。 

 なお，地方自治法第２３３条の２の規定により，実質収支１億１，３９５万８，０００

円のうち６，３６８万４，０００円を基金へ繰り入れております。 

 次に，国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額３９億１，５６９万８，０００円に対し，決算額は３８

億９，４５６万４，０００円となり，２，１１３万４，０００円の減となっております。 

 国民健康保険税の収納状況につきましては，調定額７億３，２９９万４，０００円に対

し，決算額が５億８，５４５万３，０００円となり，収納率は７９．９％で，収入未済額

は１億１，９６８万７，０００円となっております。国民健康保険税が保険給付の主要な

財源になることを踏まえ，今後も保険財政安定化のため，収納率の向上に努めてまいりま

す。 
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 歳出につきましては，予算現額３９億１，５６９万８，０００円に対し，決算額は３７

億８，０３３万７，０００円となり，執行率は９６．５％で，不用額は１億３，５３６万

１，０００円であります。これは，一般被保険者の療養給付費が見込みより減となったこ

とに伴う負担金２，１４６万円，一般被保険者の高額療養費が見込みより減となったこと

に伴う負担金５８２万５，０００円，高額医療費共同事業拠出金１，９１４万７，０００

円，保険財政共同安定化事業拠出金７，０３６万５，０００円の減が主なものでありま

す。 

 以上により，実質収支は１億１，４２２万７，０００円となります。 

 なお，地方自治法第２３３条の２の規定により，実質収支１億１，４２２万７，０００

円のうち５，７１１万４，０００円を基金へ繰り入れております。 

 次に，貸付資金特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額１，１０６万６，０００円に対し，決算額は８３２万

５，０００円となり，２７４万１，０００円の減となっております。そのうち，貸付金元

利収入につきましては，調定額４，７０５万４，０００円に対し，決算額が８３２万５，

０００円となり，収入未済額は３，８７２万９，０００円となっております。今後とも収

納率の向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては，予算現額１，１０６万６，０００円に対し，決算額は８３２万

５，０００円となり，執行率は７５．２％で，不用額は２７４万１，０００円でありま

す。 

 以上により，歳入歳出同額の決算となります。 

 次に，港湾事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額４，０７８万５，０００円に対し，決算額は４，５４０

万７，０００円となり，４６２万２，０００円の増となっております。 

 歳出につきましては，予算現額４，０７８万５，０００円に対し，決算額は３，１９９

万９，０００円となり，執行率は７８．５％で，不用額は８７８万６，０００円でありま

す。 

 以上により，実質収支は１，３４０万８，０００円となります。 

 次に，公共下水道事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額９億７，９７２万９，０００円に対し，決算額は７億

９，８９８万２，０００円となっておりますが，国庫支出金８，４８０万円，市債８，４
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８０万円について，繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算

額との差は１，１１４万７，０００円になります。 

 下水道受益者分担金及び負担金の収納状況につきましては，調定額１，００１万５，０

００円に対し，決算額が９６８万円となり，収納率は９６．７％で，収入未済額は１９万

５，０００円となっております。 

 また，下水道使用料の収納状況につきましては，調定額６，７１８万８，０００円に対

し，決算額が６，５８１万１，０００円となり，収納率は９８．０％で，収入未済額は１

３７万４，０００円となっております。 

 歳出につきましては，予算現額９億７，９７２万９，０００円に対し，決算額は７億

９，８９８万２，０００円となり，翌年度へ１億６，９６０万円を繰り越しておりますの

で，執行率は９８．６％で，不用額は１，１１４万７，０００円であります。 

 以上により，歳入歳出同額の決算となります。 

 次に，公共用地先行取得事業特別会計について御説明いたします。 

 本会計につきましては，公共用地の先行取得を必要とする事態が生じた場合に対応する

ためのものでありますが，平成２９年度においてはそのような事態が生じなかったため活

用しなかったものであります。 

 次に，介護保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額３３億４，０６２万３，０００円に対し，決算額は３２

億９，２８６万１，０００円となり，４，７７６万２，０００円の減となっております。 

 介護保険料の収納状況につきましては，調定額６億８，９２５万１，０００円に対し，

決算額が６億７，９３８万９，０００円となり，収納率は９８．６％で，収入未済額は６

９４万７，０００円となっております。介護保険料は保険給付の財源の一部となるもので

あり，被保険者間における公平負担の観点からも収納率の向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては，予算現額３３億４，０６２万３，０００円に対し，決算額は３２

億５，２２８万９，０００円となり，執行率は９７．４％で，不用額は８，８３３万４，

０００円であります。これは，居宅または施設などの介護サービス給付費に係る負担金

５，１６４万６，０００円，特定入所者介護サービス費に係る負担金１，６４６万６，０

００円の減が主なものであります。 

 以上により，実質収支は４，０５７万２，０００円となります。 

 なお，地方自治法第２３３条の２の規定により，実質収支４，０５７万２，０００円の
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うち２，０２８万６，０００円を基金へ繰り入れております。 

 次に，後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額４億４，８３１万６，０００円に対し，決算額は４億

５，９１９万６，０００円となり，１，０８８万円の増となっております。 

 後期高齢者医療保険料の収納状況につきましては，調定額３億２，７５５万８，０００

円に対し，決算額が３億２，５０９万４，０００円となり，収納率は９９．２％で，収入

未済額は２００万円となっております。後期高齢者医療保険料は保険給付の財源の一部と

なるものであり，被保険者間における公平負担の観点からも収納率の向上に努めてまいり

ます。 

 歳出につきましては，予算現額４億４，８３１万６，０００円に対し，決算額は４億

４，７６６万２，０００円となり，執行率は９９．９％で，不用額は６５万４，０００円

であります。 

 以上により，実質収支は１，１５３万４，０００円となります。 

 以上，各会計について決算の概要を御説明申し上げましたが，平成２９年度普通会計の

歳出決算規模は，前年度と比較して１．５％の減少となりました。 

 収支の状況につきましては，実質収支は昨年度に引き続き黒字となったものの，実質単

年度収支は，財政調整基金の取り崩しを行ったことなどにより赤字となりました。 

 また，地方公共団体の財政の健全化に関する法律で算定及び公表が義務づけられた健全

化判断比率など各種財政指標は，引き続き良好な値を示しておりますが，経常収支比率に

つきましては前年度と同率の９９．８％であり，比率は高い水準となっております。 

 このような厳しい財政状況におきましても，監査委員の審査意見に配慮しつつ，計画的

で効率的な財政運営を推進し，引き続き持続可能な財政基盤の確立に向けた取組を進めて

まいります。 

 次に，議案書の２３ページ，議案説明書の１６ページをお開きください。 

 議案第６０号平成２９年度竹原市水道事業決算認定について御説明申し上げます。 

 この決算の内容につきましては，去る７月２７日，監査委員の審査が終了いたしました

ので，ここに監査委員の審査意見書及び各種参考資料を添えて，地方公営企業法第３０条

第４項の規定により議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要でありますが，まず収益的収入及び支出について申し上げますと，消費税計

算に伴う税込み額で，収入総額１０億３，９９２万７，０００円に対し，支出総額７億
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５，９７６万２，０００円で，差し引き２億８，０１６万５，０００円の当年度利益を算

出いたしておりますが，税抜き額で申しますと，収入総額９億６，６４２万５，０００円

に対し，支出総額７億５６６万５，０００円で，差し引き２億６，０７６万円の当年度純

利益を算出いたしております。 

 その内訳といたしましては，まず収益でありますが，平成２８年１０月の水道料金の改

定の影響が１年間を通じて収益に反映されたこと及び有収水量が前年度と比較し５万９，

２１１立方メートル増加したことにより，給水収益が前年度に比較して税抜き額で１億

２，５２６万５，０００円の増加となっております。 

 次に，支出につきましては，前年度に比較して費用が増加したものは，税抜き額で動力

費５４０万３，０００円，職員給与費２４０万８，０００円，修繕費２１１万９，０００

円などであり，一方，前年度に比較して費用が減少したものは，税抜き額で委託料１，１

１１万６，０００円，受水費８８２万６，０００円，企業債利息４８０万３，０００円，

減価償却費４２５万１，０００円などとなっており，前年度と比較し２，１２４万１，０

００円の費用減となっております。 

 １立方メートル当たりの給水原価につきましては１３３円５銭で，前年度と比較して５

円６３銭の減少となっております。 

 次に，資本的収入及び支出について申し上げますと，税込み額で収入総額５，９６７万

７，０００円に対し，支出総額３億５，９３８万３，０００円で，差し引き２億９，９７

０万６，０００円の不足を生じておりますが，この補填財源といたしましては，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，９１２万８，０００円，過年度分損益勘定留

保資金９，８６８万８，０００円，当年度分損益勘定留保資金１億８，１８９万円で補填

経理をいたしました。 

 資本的支出の主な事業内容を申し上げますと，成井浄水場中央監視装置更新工事，東野

水源地流量計設置工事，小梨送水ポンプ所２号ポンプほか取りかえ工事，県道上三永竹原

線配水管布設がえ工事，市道忠海福田線送配水管布設がえ工事など，税抜き額で総額２億

３，９０９万８，０００円の工事を施工し，市内全般にわたり円滑な給水体制の確保に努

めてまいりました。 

 そのほか，用地買収費８８万８，０００円，量水器新設費３４６万円，企業債償還金

９，５６０万５，０００円，固定資産購入費１２０万４，０００円をそれぞれ支出経理い

たしました。 
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 次に，資本的収入の主なものにつきましては，企業債３，０００万円，消火栓設置費負

担金３００万円，竹原工業・流通団地送水設備工事費負担金１，２６６万９，０００円，

県発注の賀茂川河川改修事業に伴う導水管移設工事負担金１，４００万８，０００円をそ

れぞれ収入経理しております。 

 以上，収益的収支及び資本的収支の概要を御説明いたしました。 

 次に，財政状態につきましては，貸借対照表の内容を申し上げますと，負債合計１３億

４２万８，０００円，資本合計３７億５，８２７万４，０００円，合わせて負債資本合計

５０億５，８７０万２，０００円となっております。 

 次に，監査委員から御指摘，要望のありました事項につきましては，これに配慮しつ

つ，公営企業の基本原則であります経済性を常に発揮するよう取組を進めてまいります。 

 議案第５９号及び議案第６０号の説明につきましては以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第５９号平成２９年度竹原市歳入歳出決算認定につ

いて及び議案第６０号平成２９年度竹原市水道事業決算認定についての２件につきまして

は，議案の質疑を省略し，申し合わせにより，１２名の委員をもって構成する決算特別委

員会を設置し，これに付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，議案第５９号平成２９年度竹原市

歳入歳出決算認定について及び議案第６０号平成２９年度竹原市水道事業決算認定につい

ての２件は，１２名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し，これに付託するこ

とに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については，竹原市議会委員会条

例第８条第１項の規定により，議長において，１番今田佳男議員，２番竹橋和彦議員，３

番山元経穂議員，４番高重洋介議員，５番堀越賢二議員，６番川本円議員，７番井上美津

子議員，８番大川弘雄議員，１１番北元豊議員，１２番宇野武則議員，１３番松本進議

員，１４番脇本茂紀議員，以上１２名を指名いたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 
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              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，ただいま指名いたしました１２名

を決算特別委員会委員に選任することに決しました。委員の皆様は，よろしくお願いいた

します。 

 議事の都合により，３５分まで休憩いたします。 

              午前１１時２８分 休憩 

              午前１１時３７分 再開 

議長（道法知江君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議員の皆様方には参考として追加議案項目表を配付しておりますので，あわせてごらん

ください。 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から議案第６５号竹原市重度障害者医療費支給条例及び竹原市ひとり親家

庭等医療費支給条例の一部を改正する条例案，議案第６６号平成３０年度竹原市一般会計

補正予算（第４号），議案第６７号平成３０年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号），議案第６８号平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号）の４議案

の追加提出がございましたので，この際，これを日程にそれぞれ追加し議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，この際，先ほどの４議案を日程に

それぞれ追加し議題とすることに決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  追加日程第１～追加日程第４ 

議長（道法知江君） 追加日程第１，議案第６５号竹原市重度障害者医療費支給条例及び

竹原市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例案から追加日程第４，議案第

６８号平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号）までの４件を一括議題といた

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉部長。 

福祉部長（久重雅昭君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第６５号につきま

して御説明申し上げます。 
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 議案書の１ページ，議案説明書の８ページをお開きください。 

 議案第６５号竹原市重度障害者医療費支給条例及び竹原市ひとり親家庭等医療費支給条

例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，災害を受けるなど特別な事情があると市長が認めたものについて，重度障害者

医療費及びひとり親家庭等医療費の受給資格者認定の際の所得要件を撤廃するものであり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 総務部長兼公営企業部長。 

総務部長兼公営企業部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第

６６号から議案第６８号までの３議案につきまして御説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページ，議案説明書の９ページをお開きください。 

 議案第６６号平成３０年度竹原市一般会計補正予算（第４号）について，その概要を御

説明申し上げます。 

 本案は，平成３０年７月豪雨により，本市で発生した豪雨災害への対応のための予算を

補正するものであります。 

 まず，歳出でありますが，民生費においては，災害救助に要する経費として，被災家屋

の解体撤去及び宅地内のがれき等の撤去のための災害廃棄物処理業務等委託料及び被災家

屋等撤去交付金，被災者の早期の生活再建のための地域支え合いセンター事業委託料，農

業用施設の災害復旧等のための経営体育成支援事業補助金並びに被災者の援護のための災

害見舞金など，合わせて２億３，０５３万１，０００円を追加計上しております。 

 土木費においては，公共下水道事業に要する経費として，公共下水道施設の災害復旧の

ための公共下水道事業特別会計繰出金４４７万９，０００円を追加計上しております。 

 災害復旧費においては，公共土木施設災害復旧に要する経費８億１，６８０万円，農林

水産施設災害復旧に要する経費１億８，６７０万円，社会教育施設災害復旧に要する経費

３８１万６，０００円，その他公共施設等災害復旧に要する経費３１７万１，０００円，

合わせて１０億１，０４８万７，０００円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として，分担金及び負担金２，４

６３万円，国庫支出金６億４，８１８万３，０００円，県支出金２，２０４万２，０００

円，都市基盤整備基金繰入金４１６万４，０００円，市債４億２，５６０万円を追加計上

するとともに，一般財源として財政調整基金繰入金１億２，０８７万８，０００円を追加

計上することにより，収支の均衡をとっております。 
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 以上により，歳入歳出それぞれ１２億４，５４９万７，０００円を追加し，予算総額は

歳入歳出それぞれ１５６億７，１２４万１，０００円となるものであります。 

 次に，補正予算書の２３ページ，議案説明書の１０ページをお開きください。 

 議案第６７号平成３０年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て，その概要を御説明申し上げます。 

 本案は，平成３０年７月豪雨により，本市で発生した豪雨災害への対応のための予算を

補正するものであります。 

 まず，歳出でありますが，公共下水道費においては，施設管理に要する経費として，公

共下水道施設の災害復旧工事費など，合わせて５４７万９，０００円を追加計上しており

ます。 

 これに対し，歳入でありますが，歳出に係る特定財源として市債１００万円を追加計上

するとともに，一般財源として一般会計繰入金４４７万９，０００円を追加計上すること

により，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ５４７万９，０００円を追加し，予算総額は歳入歳出そ

れぞれ９億１，０６５万７，０００円となるものであります。 

 次に，水道事業会計補正予算書の１ページ，議案説明書の１１ページをお開きくださ

い。 

 議案第６８号平成３０年度竹原市水道事業会計補正予算（第２号）について，その概要

を御説明申し上げます。 

 本案は，平成３０年７月豪雨により，本市で発生した豪雨災害への対応のための予算を

補正するものであります。 

 まず，収益的支出予定額においては，応急給水活動及び応急復旧活動に要する経費を特

別損失として，委託料１８万５，０００円，受水費１４５万９，０００円，合わせて１６

４万４，０００円を追加計上しております。この財源につきましては，現計予算内での収

益的収入をもって対応することとしております。 

 次に，資本的支出予定額においては，水道施設の復旧に要する経費を災害復旧費とし

て，修繕費３００万円の増，工事請負費１，４５０万円の増，配水設備整備事業費につい

て工事請負費１，０２５万円の減，合わせて７２５万円を追加計上しております。 

 これに対し，資本的収入予定額においては，特定財源として補助金７２５万円を計上

し，収支の均衡をとっております。 
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 次に，債務負担行為について御説明申し上げます。 

 災害復旧費のうち，水道施設の本復旧に要する工事請負費について，工事の期間及び限

度額を定めるものであります。 

 議案第６６号から議案第６８号までの３議案の説明につきましては以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております追加議案４件につきまして，これより一括質疑に入りま

す。 

 それでは質疑の通告がありますので発言を許します。 

 １３番松本進議員の質疑を許します。 

 １３番松本進議員。 

１３番（松本 進君） 議案第６６号の災害見舞金１，０５４万円について市長に伺って

みたいと思いますが，災害見舞金というのはホームページを見てみますと住家，住む家の

被災が対象というふうに私も理解しております。そこで，被災者の立場から見れば住む家

のことももちろんなのですけれども，非住家，店舗とか倉庫とか事務所，こういった非住

家の被災についてもやっぱり事業活動に大きな影響を与えているということで，まずこの

予算の中にこういった非住家の見舞金が含まれているのかどうかをちょっとお尋ねしてお

きたいのと，市独自でのこういった見舞金ということも，市としてはどのようにお考えな

のかということをちょっと確認しておきたい。 

議長（道法知江君） 福祉部長。 

福祉部長（久重雅昭君） それでは，災害見舞金の御質問についてお答えをいたします。 

 本市では，昭和５８年２月に災害見舞金等の支給要綱を定めまして運用しておりますけ

れども，市民が災害の被害を受けた場合に，被災者の援護に資するために災害見舞金を支

給することとしております。 

 その対象でございますけども，人的被害があった場合，または現実に居住のために使用

している住宅に被害があった場合に，被害の程度によりますけれども，災害見舞金の支給

対象としております。 

 御質問の事業活動用の非住宅の建物等の被害につきましては対象にしておりません。 

 しかしながら，災害に遭われたことについては大変なことでありまして，事業活動に影

響が出てくることもあるというふうに思っておりますけれども，まずは市民の日常生活に
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密着した居住用の住宅を対象とする生活援護を優先していきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

議長（道法知江君） １３番松本進議員。 

１３番（松本 進君） 今，要するに予算の中には入っていないとか，市の支給要綱では

住家等はあるけれども非住家についてはないという説明でした。それで，確認を含めて先

ほど部長の説明では被災者の支援と，復興支援といいますか，そういった観点からの見舞

金というふうに私も理解するわけであって，そういう面では先ほど言いましたように非住

家についても，私の知っている範囲でも結構大きな被害を受けられたということで，それ

を被害額の補償ということではないのですけれども，一つの被災者の事業活動に対する支

援という意味では，先ほど，今はないけれども今後の検討課題といいますか，今，早急に

支給という方向では可能性があるのかなというだけはちょっと聞いておきたい。 

議長（道法知江君） 福祉部長。 

福祉部長（久重雅昭君） 今，災害見舞金の質問でございますけれども，ちょっと先ほど

と同じようなお答えになるというふうに思いますけれども，やはり住居用の住宅というこ

とについては，被災者の生活再建にとって，より密接で重要なものということになります

ので，そういった住居用の住宅について優先的に見舞金の方を支給していきたいというふ

うに考えております。 

議長（道法知江君） １３番松本進議員。 

１３番（松本 進君） 是非市長にお答え願えればと思うのですけれども，この見舞金と

いう性格上，先ほど部長は住家を優先した見舞金ということは市の要綱にも書いてあると

いうことでした。ですから，この要綱ですから，市長の判断で条例とは違って即決ででき

るという思いは私は持っているわけですけれども，被災者支援という立場からとすればで

すね，事業活動に伴うこのささやかな見舞金といいますか，こういったことは必要ではな

いのかなというふうに私は思いますけれども，ちょっと市長のお考えがあればお聞きして

おきたい。 

議長（道法知江君） 福祉部長。 

福祉部長（久重雅昭君） 見舞金の御質問でございますけれども，被災された方または団

体，企業等，事業者等ですね，全部について見舞金を出すということはなかなかちょっと

難しいというふうに思っておりますので，やはり住宅について優先して出すといったよう
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な考えでございます。 

 企業，事業者等につきましては，他の支援，施策ということがあると思いますので，そ

のあたりの活用についても検討いただけたらというふうに思っております。 

 以上です。 

議長（道法知江君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって一括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第６５号竹原市重度障害者医療費支給条例及び竹原

市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例案から議案第６８号平成３０年度

竹原市水道事業会計補正予算（第２号）までの４件につきましては，お手元に配付してお

ります議案付託表その２のとおり，それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思いま

す。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 会期予定表のとおり，９月５日，６日は各常任委員会の審査を，９月７日は決算特別委

員会をお願いし，９月１０日は本会議を開き，一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

              午前１１時５３分 散会 

 

 


